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居宅介護支援における特定事業所集中減算について  

 

平素は、本市の介護保険行政の推進につきまして、格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。  

 さて、指定居宅介護支援事業者は、毎年度２回、特定事業所集中減算に係る判定様式を作成し、対象サ

ービスの判定結果が８０パーセントを超えた場合には、正当な理由の有無にかかわらず、判定様式を市に

提出することとなっていますので、判定様式の提出等に遺漏のないようお願いします。 

 

 

 

◆◆令和７年度後期の判定結果の提出について◆◆ 

＊対象サービスの判定結果が８０％を超えた場合は必ず提出してください。 

＊判定期間の間に新規指定を受けた居宅介護支援事業所は、上記の判定の結果が８０％を超える・超

えないにかかわらず、判定様式を市に提出してください。 

●判 定 期 間：令和７年９月１日～令和８年２月末日 

●提 出 書 類：・居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る判定様式 

              ・利用者が訪問介護等のサービス事業所を選択・決定する際に、適切に訪問介護等の 

サービスが選択・決定されたことがわかる書面【挙証資料】（必要な場合のみ）      

●提 出 期 限：令和８年３月１５日（必着） 

●提出方法：「電子申請・届出システム」を利用して提出してください。 

（「申請届出メニュー」は「６．他法制度に基づく申請」を選択しご提出ください。） 

「ＧビズＩＤ」の取得に時間を要するなど、やむを得ない場合のみ当課窓口での提出、

郵送及びメールによる提出も可能です。  

●その他：令和６年度まで提出事業者に送付していた「居宅介護支援費の特定事業所集中減算に係る

「正当な理由」の審査結果について（通知）」については、今後送付しません。 

     なお、対象サービスの判定結果が８０％を超えたことについて「正当な理由」がない場合

は、特定事業所集中減算（２００単位/月の減算）に該当するので、あわせて介護給付費算

定に係る体制等に関する届出を提出してください。 

（減算適用期間 前期：１０月１日～３月３１日 後期：４月１日～９月３０日）。 

判定様式、本市における「正当な理由」の範囲等について、本市ホームページ「居宅介護

支援における特定事業所集中減算に関する届出」（ページ番号１００３１４５）に掲載し

ています。 
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